
 

 

感染症対策実施店舗へのステッカー及びポスターの配布について 

【要旨】 

 感染症対策を実施する店舗を支援するため、「感染症対策実行宣言」に係るステッカー等を８月７日（金）

から県ホームページで配信します。 

 

１ 事業の趣旨                                            

県の補助制度等を活用して感染症対策を実施した事業者等に対し、「感染症対策実行宣言」を表示す

る「ステッカー」及び取組状況を表示する「ポスター」を配布することにより、感染症対策をオールい

わての取組として広くＰＲするとともに、来店者の安心感の醸成や販売促進・需要喚起に繋がる取組を

推進する。 

 配布対象店舗 

  ・感染症対策等支援事業費補助の実施事業者 

  ・ガイドラインに沿って感染症対策に自主的に取り組む事業者 

 

２ デザイン                                             

(1) ステッカー (2) ポスター 

 
 

 

３ 今後のスケジュール                                            

８月７日（金） 県ホームページを通して、ステッカー等をダウンロードでの配信開始 

 ※ 事業者名や取組内容等の登録が必要 

８月下旬    ステッカー、ポスターの配布を開始（予定） 

 
【担当】 

商工労働観光部経営支援課 

総括課長 関口／商業まちづくり担当課長 伊五澤（内 5546） 
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